
３

指
定
管
理
団
体
は
、
法
第
百
四
条
の
十
の
五
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
規
程
を
届
け
出
る
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
変

更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
変
更
の
内
容
及
び
理
由

を
記
載
し
た
書
類
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

手
数
料
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
項

二

法
第
百
四
条
の
十
の
三
第
四
号
の
補
償
金
関

係
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
の
体
制
の
整

備
に
関
す
る
事
項

三

法
第
百
四
条
の
十
の
六
第
一
項
の
事
業
の
検

討
の
状
況
及
び
令
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る

学
識
経
験
者
か
ら
の
意
見
聴
取
の
方
法
に
関
す

る
事
項

第
十
章
の
三

﹇
略
﹈

第
十
章
の
二

﹇
同
上
﹈

（
授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
の
認
可
の
申

請
）

（
授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
の
認
可
の
申

請
）

第
二
十
二
条
の
六

﹇
略
﹈

第
二
十
二
条
の
四

﹇
同
上
﹈

（
補
償
金
関
係
業
務
に
係
る
業
務
規
程
の
記
載
事

項
等
）

（
補
償
金
関
係
業
務
に
係
る
業
務
規
程
の
記
載
事

項
等
）

第
二
十
二
条
の
七

令
第
六
十
五
条
第
二
項
の
業
務

規
程
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
五

令
第
五
十
七
条
の
十
第
二
項
の

業
務
規
程
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

３

﹇
略
﹈

３

﹇
同
上
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
同
上
﹈

三

法
第
百
四
条
の
十
五
第
一
項
の
事
業
の
検
討

の
状
況
及
び
令
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
学

識
経
験
者
か
ら
の
意
見
聴
取
の
方
法
に
関
す
る

事
項

三

法
第
百
四
条
の
十
五
第
一
項
の
事
業
の
検
討

の
状
況
及
び
令
第
五
十
七
条
の
十
二
の
規
定
に

よ
る
学
識
経
験
者
か
ら
の
意
見
聴
取
の
方
法
に

関
す
る
事
項

（
著
作
権
等
の
保
護
に
関
す
る
事
業
等
の
た
め
に

支
出
す
べ
き
授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
の

算
出
に
用
い
る
割
合
）

（
著
作
権
等
の
保
護
に
関
す
る
事
業
等
の
た
め
に

支
出
す
べ
き
授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
の

算
出
に
用
い
る
割
合
）

第
二
十
二
条
の
八

令
第
六
十
六
条
の
文
部
科
学
省

令
で
定
め
る
割
合
は
、
二
割
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
六

令
第
五
十
七
条
の
十
一
の
文
部

科
学
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
二
割
と
す
る
。

（
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る
手
続
）

（
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
四
条

次
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て

は
、
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て

第
二
十
四
条

次
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て

は
、
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て

一

法
第
百
四
条
の
七
第
一
項
、
第
百
四
条
の
十

の
五
第
一
項
及
び
第
百
四
条
の
十
四
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
程

に
係
る
書
類
並
び
に
第
二
十
二
条
の
五
第
三
項

及
び
第
二
十
二
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類

一

法
第
百
四
条
の
七
第
一
項
及
び
第
百
四
条
の

十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
規
程
に
係
る
書
類
並
び
に
第
二
十
二

条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
書
類

二
〜
四

﹇
略
﹈

二
〜
四

﹇
同
上
﹈

五

令
第
四
十
五
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
並

び
に
第
四
十
九
条
（
令
第
五
十
七
条
の
三
、
第

五
十
七
条
の
九
、
第
六
十
二
条
第
二
項
及
び
第

七
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
同
じ
。）第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業
計
画
及
び
収

支
予
算
に
係
る
書
類
並
び
に
令
第
四
十
五
条
の

五
第
三
項
及
び
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業
報
告
書

に
係
る
書
類

五

令
第
四
十
五
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
並

び
に
第
四
十
九
条
（
令
第
五
十
七
条
の
三
、
第

五
十
七
条
の
九
及
び
第
五
十
七
条
の
十
五
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
に
係

る
書
類
並
び
に
令
第
四
十
五
条
の
五
第
三
項
及

び
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業
報
告
書
に
係
る
書
類

六

﹇
略
﹈

六

﹇
同
上
﹈

七

令
第
五
十
七
条
の
七
第
一
項
、
第
六
十
三
条

第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
係
る
書

類

七

令
第
五
十
七
条
の
七
第
一
項
及
び
第
五
十
七

条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
係
る
書
類

八

第
二
十
二
条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
四
及
び

第
二
十
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
申
請
書
に
係
る
書
類
並
び
に
同

条
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

八

第
二
十
二
条
の
二
及
び
第
二
十
二
条
の
四
の

規
定
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
申
請

書
に
係
る
書
類
並
び
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
参
考
と
な
る
事
項
を

記
載
し
た
書
類

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍

線
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

い
る
事
項
を
記
録
し
た
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

い
る
事
項
を
記
録
し
た
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信
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